
防衛庁訓令第１１号

固定通信網の業務実施に関する訓令を次のように定める。

昭和３４年３月１８日

防衛庁長官 伊 能 繁 次 郎

固定通信網の業務実施に関する訓令

改正 昭和３７年１１月 １日庁訓第 ７３号

昭和５４年 ２月２８日庁訓第 ４号

昭和５９年 ６月３０日庁訓第 ３７号

昭和６０年１２月２５日庁訓第 ４７号

平成１３年 １月 ６日庁訓第 ２号

平成１５年 ３月２６日庁訓第 ２０号

平成１８年 ３月２７日庁訓第 １２号

平成１８年 ７月２８日庁訓第 ８３号

平成１９年 １月 ５日庁訓第 １号

平成１９年 ８月３０日省訓第１４５号

平成２７年１０月 １日省訓第 ３９号

（目的）

第１条 この訓令は、自衛隊が使用する固定通信網に関し自衛隊が行うべき計

画、設計、建設、保守及び運用を統合的に実施するため、必要な事項を定め

ることを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるとおりとする。

（１）「固定通信網」とは、全国的に相互に接続されている通信区間（車両、

船舶又は航空機を一端又は両端とする通信区間、見通し外通信を行う区間

並びに短波、中波及び長波の通信区間を除く。）の総体をいう。

（２）「通信区間」とは、通信路上の隣接２ 通信所間の区間をいう。

（３）「多重通信区間」とは、多重伝送路を使用する通信区間をいう。

（４）「非多重通信区間」とは、多重区間以外の通信区間をいう。

（５）「計画」とは、回線区間、伝送速度及び回線数に関する計画、回線の構

成に関する計画、伝送路の形態の概要、通信所の施設及び機器の概要、多

重通信区間における回線収容計画、予算計画その他所要の通信の質と量と

に応じた計画をいう。

（６）「設計」とは、伝送路の伝送品質、伝送路の種類及び経路の決定、機器

の仕様書の作成その他伝送路及び機器に関する設計をいう。



（７）「建設」とは、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平

成１９年防衛省訓令第６６号）第６条第１項、第７条第１項又は第８条第

１項の規定により防衛省本省の施設等機関の長、統合幕僚長、陸上幕僚長、

海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監又は防衛装備庁長官の

行うべき職務をいう。

（８）「保守」とは、障害修理、障害管理、諸試験、機器の点検、整備、修理、

調整、清掃等、回線統制その他伝送路及び端末機器を正規の状態に維持す

るための一切の作業並びにこれに附随する事務をいい、これに関する統計

の作成を含む。

（９）「運用」とは、交換操作、中継順路の指定、回線の運用統制、臨時回線

の切替措置その他通信そ通のために行うすべての操作及びこれに附随する

事務をいい、これに関する統計の作成を含む。

（10）「回線統制」とは、回線試験その他の各種試験のための統制、障害処理

その他伝送路及び端末機器を標準の状態に維持し、その機能を発揮させる

ための措置を一元的かつ系統的に主導することをいい、これに関する成果

の分析を含む。

（11）「防衛情報通信基盤」とは、自衛隊が共通に使用する音声通信網及びデ

ータ通信網で、固定の通信回線（専ら音声通信に使用するものにあつては

多重伝送路を使用するものに限る。）及び衛星可搬局により構成される通

信回線並びに音声通信用機器（音声交換機（中継交換の機能を有するもの

に限る。）、周辺機器その他のハードウェア、ソフトウェア、データ及び

附帯設備で構成されるものをいう。）及びデータ通信用機器で構成される

ものをいう。

（12）「データ通信用機器」とは、防衛情報通信基盤のデータ通信網に使用す

る機器で、データ通信装置、電子計算機、周辺機器その他のハードウェア、

ソフトウェア、データ及び附帯設備で構成されるものをいう。

（計画の承認等）

第３条 防衛省本省の施設等機関の長、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、

航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監若しくは地方防衛局長又は防衛装備庁

長官（以下「幕僚長等」という。）は、固定通信網の拡張若しくは縮小又は

その通信能力の増強若しくは減少を実施する場合は、実施する年度の前まで

に計画を作成し、防衛大臣の承認を得なければならない。ただし、非多重通

信区間に関するものはこの限りでない。

２ 幕僚長等は、前項の計画についてすみやかにこれを関係幕僚長等に通知す

るものとする。

（設計及び建設）

第４条 固定通信網のうち多重通信区間に関する設計（防衛情報通信基盤の設

計を除く。）及び建設については、統合幕僚長が関係幕僚長等と協議して行



う。この場合において、統合幕僚長は、当該業務の実施につき関係幕僚長等

の協力を求めることができる。

２ 固定通信網のうち非多重通信区間に関する設計及び建設については、防衛

省本省の施設等機関、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、

防衛監察監若しくは地方防衛局長又は防衛装備庁長官は、統合幕僚長と協議

して行うものとする。

（防衛大臣の指示）

第５条 防衛大臣は、必要に応じて、幕僚長等に対し、固定通信網の設計及び

建設に際しての基準とすべき事項を示す。

（端末の保守及び運用）

第６条 固定通信網（データ通信用機器を除く。）の端末の保守（回線統制を

除く。次条において同じ。）及び運用は、従来の分担区分によるほか、当該

端末の設置につき第３条第１項の計画を作成した幕僚長等が行う。ただし、

防衛大臣が、業務の能率上特に必要があると認めてべつに分担区分を指定し

た場合はこの限りでない。

（回線統制）

第７条 固定通信網に関する保守を行う者で幕僚長等が防衛大臣の承認を得て

指定したものは、他の保守を行う者に対して回線統制を行うことができる。

（業務の実施基準等）

第８条 第４条から前条までに規定するもののほか、固定通信網の設計（防衛

情報通信基盤の設計を除く。）、建設、保守及び運用（データ通信用機器の

保守及び運用を除く。）は、統合幕僚長が定めるところにより、又は必要に

応じて統合幕僚長が関係幕僚長等と協議の上定めるところにより、実施する

ものとする。ただし、統合幕僚長は、重要な事項について定めようとすると

きは、防衛大臣の承認を得なければならない。

附 則

１ この訓令は昭和３４年３月１８日から施行する。

２ 防衛庁マイクロウェーブ回線の割当基準並びに保守及び運用に関する内訓

（昭和３１年防衛庁内訓第７号）は、廃止する。

附 則（昭和３７年１１月１日庁訓第７３号）（抄）

１ この訓令は、昭和３７年１１月１日から施行する。

附 則（昭和５４年２月２８日庁訓第４号）

この訓令は、昭和５４年２月２８日から施行する。



附 則（昭和５９年６月３０日庁訓第３７号）（抄）

１ この訓令は、昭和５９年７月１日から施行する。

附 則（昭和６０年１２月２５日庁訓第４７号）（抄）

１ この訓令は、昭和６０年１２月２５日から施行する。

附 則（平成１３年１月６日庁訓第２号）

この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則（平成１５年３月２６日庁訓第２０号）

この訓令は、平成１５年３月２７日から施行する。

附 則（平成１８年３月２７日庁訓第１２号）（抄）

１ この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成１８年７月２８日庁訓第８３号）（抄）

１ この訓令は、平成１８年７月３１日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日庁訓第１号）（抄）

１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成１９年８月３０日省訓第１４５号）（抄）

１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）（抄）

１ この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。


